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第 4回 

遠州広域行政推進会議 

会議資料 
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第３回遠州広域行政推進会議後の取組経過 

１ 新東名高速道路の活用について 

(1) 合意事項 

・新東名高速道路のＩＣへの案内標示板が不十分であるため、市町が対応

出来ない県道などへの設置の充実を図るよう申し入れる。 

(2) 市町・ＮＥＸＣＯ中日本の動向 

   市町 

平成２４年６月２１日～平成２４年６月２７日 

８市１町を対象に、新東名高速道路への案内標示板に関する問い合わ

せについて件数調査を実施。（掛川市１５０件程度、森町３０件程度

あり、８市１町の中で突出していた。） 

調査結果を基に、ＮＥＸＣＯ中日本への申し入れ文を作成。 

    平成２４年６月２９日（金） 

      ＮＥＸＣＯ中日本東京支社 浜松保全・サービスセンター 阿久根 

浩所長に対して、浜松市長から申し入れを行った。 

      所長からは「関係自治体と協力し、対応していきたい」との回答。 

    平成２４年７月 ５日（木） 

      事務局にて、８市１町で看板設置を要望する箇所をとりまとめ、ＮＥ 

ＸＣＯ中日本に提供。 

※関係自治体にはＮＥＸＣＯ中日本側からそれぞれ対応を依頼した。 

    ＮＥＸＣＯ中日本 

    平成２４年１１月 

      掛川ＰＡへの案内看板については、供用当初から１７箇所に案内看板

を電柱に設置済みである。要望箇所については、県道への設置が有効

であると考え、県と調整をしている。（県道の占有について調整中） 

      森町から案内看板設置要望のあった２箇所について森町と調整し、袋 

井土木事務所（県）に設置許可の申請を行った。（２月に設置予定）

その他箇所については引き続き森町と調整中である。 

２ 情報システムの共同利用について 

(1) 合意事項 

・遠州広域行政システム共同利用研究会で研究を進めると同時に、研究会

の進捗状況を当会議で報告する。 
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・自治体クラウドについての共通理解を深めるため、次回の会議などで勉

強会を開催する。 

(2) 市町の動向 

平成２４年１２月２６日（水） 

     ８市１町の首長を対象に、浜松市において自治体クラウド勉強会を開催

した。（講師：浜松市企画調整部次長 島野 哲幸） 

     ※参加首長：浜松市長、掛川市長、袋井市長、菊川市長、牧之原市長 

     年度末までに遠州広域行政システム共同利用研究会として研究結果を

取りまとめ、来年度の遠州広域行政推進会議へ報告するとともに、継続

研究の方針等を諮る予定。

３ 土地利用にかかる県と市町による合同研究会の設置について（第３回遠州広域

行政推進会議以降の動き） 

 (1) 合意事項（第２回遠州広域行政推進会議における合意事項）

・土地利用に関し、スピード感をもって対応できるよう、県と市町による 

合同の研究会の設置を県市長会、県町村会を通じて県に申し入れる。 

・研究会では、法令の課題などテクニカルな部分について、県の関係セク 

ションを交え、現在市町が抱えている参考事例を挙げながら具体的に検 

討を進めていく。また、土地利用に係る審査手続きについて、案件や面 

積規模に応じた標準処理期間の設定を検討する。 

 (2) 県の動向 

平成２４年 ５月２３日（水） 

県主催による、合同研究会設置に向けた意見交換会を実施。 

※代表市町（沼津、三島、焼津、藤枝、浜松、磐田、袋井、湖西、 

長泉、南伊豆、森）を対象。 

    平成２４年 ６月２６日（火） 

     平成２４年３月１９日付けの土地利用にかかる県と市町による合同研

究会設置に関する申し入れについて、「現行法制化における、迅速かつ

適正な土地利用制度の運用を図ることを目的とした市町と県による合

同研究会の設置に協力する」旨の回答有。 

    平成２４年８月２７日（月） 

     研究会の設置に先立ち、県主催により市町を対象とした、法令や制度に

ついて認識を深めるための講習会を開催した。 
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三遠南信地域の連携について 

１．現在の三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）の状況 

 構成団体： 

・三遠南信地域交流ネットワーク会議（２７市町村）  

・三遠南信地域経済開発協議会（４８商工会議所・商工会） 

・三遠南信地域整備連絡会議（３県建設部・２７市町村・中部経済連合会） 

２．ＳＥＮＡと遠州広域行政推進会議構成市町の関わり  

浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・森町は静岡県西部拠点都市地域整備推進

協議会を構成し、同協議会は、ＳＥＮＡの構成団体である三遠南信地域交流ネ

ットワーク会議に参加している。 

掛川市・御前崎市・菊川市・牧之原市はオブザーバーとして参加している。 

   なお、掛川市・御前崎市・菊川市は経済団体（商工会議所及び商工会）が参

加している。 

３．ＳＥＮＡにおける新・連携組織の動き 

ＳＥＮＡでは平成２４年度、三遠南信地域の更なる連携のあり方について検

討するため、行政と経済団体を委員とする新・連携組織検討委員会を設置し、

官民連携の一層の強化を図ることとした。 

４．静岡県西部地方拠点都市地域整備推進協議会 

同協議会が、平成２６年度で解散する予定であるため、解散後のＳＥＮＡへ

の関わりについて現在検討を行っているところである。 

５．ＳＥＮＡへの参加に関するオブザーバー市への意向調査 

静岡県西部地方拠点都市地域整備推進協議会の構成市町である４市１町だけ

でなく、さらに広域的な遠州地域として一体的に三遠南信地域の連携を進める

ため、ＳＥＮＡへ関わることも含め、現在オブザーバーである４市に対し平成

２４年１０月２３日に意向調査を実施しており、構成員としての参加について

は遠州広域行政推進会議で諮るものとした。 

６．方向性 

   静岡県西部地方拠点都市地域整備推進協議会の解散を契機とし、ＳＥＮＡの

機能強化に合わせ、遠州地域においては遠州広域行政推進会議として参加する

ことについて調整を図る。 
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①現在の遠州地域における SENA 参加団体（行政及び経済団体） 

※カッコ内はオブザーバー参加団体。

②静岡県西部地方拠点都市地域整備推進協議会（以下「協議会」）構成団体 

※協議会は三遠南信地域交流ネットワーク会議の構成団体となっており、同会議の枠組みで

SENAへ参加している。

【スケジュール】 

平成 26 年度後期    東三河地域における広域連合の設置 

平成 28 年度目途    三遠南信地域における広域連合の設置 

構成市町
浜松市
磐田市
袋井市
湖西市
森町
計5団体

行政 商工会議所
浜松市 浜松商工会議所 浜名商工会 奥浜名湖商工会 浜北商工会 天竜商工会
磐田市 磐田商工会議所 磐田市商工会
袋井市 袋井商工会議所 浅羽町商工会
湖西市 湖西商工会議所 湖西市商工会 新居町商工会
森町 森町商工会
（掛川市） 掛川商工会議所 大東町商工会 大須賀町商工会
（御前崎市） 御前崎市商工会
（菊川市） 菊川市商工会
（牧之原市） －
計5団体 計6団体 計13団体

商工会
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ＳＥＮＡ組織体制

（構成員の数は平成24年4月現在）

三遠南信地域交流
ネットワーク会議

（27市町村）

三遠南信地域
経済開発協議会

（48商工会議所・商工会）

SENA委員会
（幹事会）

（専門委員会）

開催／取り組み報告

負担金／参加

負担金／参加

負担金／参加

三遠南信
大学連携

SENA総会

三遠南信地域
整備連絡会議

（3県建設部・27市町村
中部経済連合会ほか）

三遠南信サミット
三遠南信地域の行政・経済界・大学・地域住民が
一堂に会し、意見交換・議論を行い情報発信する場

地域住民
連携組織

三遠南信地域交流
ネットワーク会議

（27市町村）

三遠南信地域
経済開発協議会

（48商工会議所・商工会）

SENA委員会
（幹事会）

（専門委員会）

開催／取り組み報告

負担金／参加

負担金／参加

負担金／参加

三遠南信
大学連携

SENA総会

三遠南信地域
整備連絡会議

（3県建設部・27市町村
中部経済連合会ほか）

静岡県西部地方拠点都市地域整備推進協議会

浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、森町

東三河広域協議会 （東三河地方
拠点都市地域）

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、

田原市、設楽町、東栄町、豊根村

南信州広域連合（飯伊地方拠点都市地域）

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、

平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、

泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

（５市町）

（８市町村）
（１４市町村）

-
5
-
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広域的な職員研修について 

１．趣旨・目的 

   地域主権改革等により各自治体には多くの事務が移譲され、行政運営がより複雑化

されており、各自治体の担当職員においては、直面する様々な課題に即応できる高度

な知識・能力を備える必要がある。 

そこで、遠州広域行政推進会議の構成市町間における共同研修の実施により、職員

の知識・スキルの向上と、職員間の交流を通じた、知識・技能の共有化を図る。 

２．浜松市法務研修の広域的な実施について 

現在、浜松市が主催する法務研修には磐田市、袋井市、湖西市も参加しているとこ

ろである。 

 ① 概要 

     平成２２年度から３年間、同一職員を対象とした研修。（平成２４年度が最終 

年度） 

以下の研修を外部講師を招き年４回開催する。（最後の１回は浜松市職員による

総括のみ） 

    ・「行政不服審査制度と訴訟」 二日間（５月） 

    ・「政策法務に関する他自治体の事例研究」 二日間（８月） 

    ・「政策法務と条例立案」 二日間（１２月） 

    ・「研修総括（業務への活用）」 半日間（２月） 

  ② 参加負担金 

     年度を通して一人当たり３万円（ただし、参加初年度は試用として無料。） 

  ③ 参加自治体 

     浜松市、磐田市、袋井市、湖西市 

  ④ 効果 

民間の研修団体が主催する研修に参加した場合、研修が一泊二日であり、首都

圏等への交通費も掛かるため費用が高額となる。 

そこで、浜松市が外部講師を招いて日帰りで研修を実施し、本研修に他自治体

職員も参加することで、安価でかつ首都圏等で開催するものと同等な研修の受講

が可能となる。 

また、近隣市町との職員間のネットワークづくりについても効果が期待される。 

３．その他、広域的に実施できる可能性のある研修の例（浜松市主催） 

・土木職員中級研修   

  ・会計事務研修 

  ・福祉事務所新任職員研修 等 

資料3 
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第３回遠州広域行政推進会議 議事要旨 

日時：平成２４年５月２日（水）午後３時００分から午後５時００分 

場所：袋井市役所 ３階 ３０１会議室 

参加：浜松市長、袋井市長、磐田市長、掛川市長、湖西市長、御前崎市副市長（市長代

理）、菊川市長、牧之原市長、森町長 

１ 第２回遠州広域行政推進会議後の取組について 

事務局が資料を基に報告を行った。

 【主な意見】 

  ・中部電力からの回答にある災害、停電時における市町との専用回線の整備はもと

より、電話回線が輻輳した場合でも連絡がとれるよう回線数の確保を含め対策を

お願いしたい。 

２ 新東名高速道路の活用について 

事務局が資料を基に報告を行い、以下の事項について合意した。

【合意事項】

・新東名高速道路のＩＣへの案内標示板が不十分であるため、市町が対応出来ない

県道などへの設置の充実を図るよう申し入れる。 

【主な意見】

・県道における案内標示板の設置について、県と調整を行う必要がある。 

・市町が連携・協力し、広域的に共通認識をもって案内標示板の設置をしていくこ

とが必要である。 

・新東名高速道路の開通で三ケ日・御殿場間の沿線上の各地域に注目が集まってい

るので、もっと各地域のＰＲをするべきである。 

３ 情報システムの共同利用について 

事務局が資料を基に報告を行い、以下の事項について合意した。 

 【合意事項】 

  ・遠州広域行政システム共同利用研究会で研究を進めると同時に、研究会の進捗状

況を当会議で報告する。 

・自治体クラウドについての共通理解を深めるため、次回の会議などで勉強会を開

催する。 

 【主な意見】 

  ・自治体クラウドの運用に当たっては住基や税などの行政の根幹となるシステムを

想定しているので時間をかけてでも慎重に対応をしていくべきである。 

  ・各市町で同じシステムを使えば経費の節減にもなり賛成である。 

  ・政令市を含んだ取り組みは全国的にも初である。 

  ・本来はこういった取り組みは国がやるべきである。 

４ 次回開催について 

・９月～１０月を目安に、森町にて実施

参考資料１
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平成２４年６月２９日  

中日本高速道路株式会社 東京支社

浜松保全・サービスセンター所長 阿久根 浩 様

遠州広域行政推進会議   

座長 浜松市長 鈴木 康友 

新東名高速道路のＩＣにかかる道路案内標識の設置に関する申し入れ

について

本年４月１４日に供用開始した新東名高速道路（御殿場－三ヶ日ＪＣＴ間）

は、東名高速道路の混雑緩和はもとより、関東圏、中京圏及び近畿圏を結ぶ交

通網が確立され、飛躍的にアクセスが向上するものと期待されています。

このことから、産業の発展や観光圏域の拡大、災害時の復旧支援ルートの確

保のほか、日常生活圏の拡大による利便性の向上や中山間地域の振興などさま

ざまな効果が期待され、新たな国土の大動脈として遠州地域をはじめ、静岡県

域のさらなる発展に寄与するものと考えます。

しかしながら、開通以来、地域住民や利用者から、新東名高速道路へのアク

セス表示がわかりにくいなどといった問い合わせが多数寄せられ、その対応に

苦慮しています。

つきましては、新東名高速道路のＩＣにかかる道路案内標識の設置に関し、

下記のとおり要望いたします。

記 

 新東名高速道路のＩＣ（スマートＩＣを除く。）を抱える自治体を中心と

して、東名高速道路のある近隣の関係自治体とも調整のうえ、わかりやす

い道路案内標識の充実を図ること。

  また、災害時に防災拠点となり得るＰＡ・ＳＡの「ぷらっとパーク」に

係る標示についても、適正でわかりやすい案内看板の充実を図ること。

参考資料２
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新東名IC等案内看板設置要望【市町別】
平成24年7月4日現在

備考

① 森大橋東側交差点周辺
袋井春野線で森市街から当該交差点に入る手前での案内標示が「東名袋井」になってお
り、「新東名森掛川IC」周辺なので「森掛川IC」の案内が必要と考えられる。

② 森川橋周辺
現在工事中の森川橋周辺には「新東名」の案内がない。町の玄関口である橋であり、完
成・供用後は「新東名」「森掛川IC」の案内が必要と思われる。

③ 一宮地内掛川天竜線「あしかび（谷崎地内）」前交差点
小國神社には多方面からの利用者があり、当該交差点はその神社の入り口であり、多く
の方がこの交差点を通るが、「森掛川IC」への案内等がなく、設置が必要と思われる。

④ 下飯田橋東側
県道赤根金谷線からの誘導が「東名袋井」への案内のみとなっているので、改善が必要
と考えられる。（袋井春野線は設置済み）

⑤ 袋井市山梨地区
山梨地区には、新東名関係の看板の設置がなく、開通後、特に町に苦情が寄せられてお
り、地区内の誘導看板について検討をお願いしたい。

備考

① 国道１号線　北門交差点（弥生町地内）

② 主要地方道掛川川根線　西郷I・C北及び西郷I・C南交差点（上西郷地内）

③ 主要地方道掛川川根線　上西郷交差点（上西郷地内）

④ 主要地方道掛川川根線　石畑交差点（上西郷地内）

⑤ 主要地方道焼津森線　市立倉真小学校付近（倉真地内） 「残り○㎞」表示追記。

⑥ 主要地方道焼津森線　林道真砂奥山線分岐点（倉真5714-1）付近 最も分岐を間違える箇所のため、最重要地点。

掛川市（PA案内看板設置要望箇所）

森町・袋井市（新東名IC及びぷらっとパーク案内看板設置要望）

要望箇所

要望箇所

-
1
0
-
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参考資料３

中日新聞　平成２４年６月３０日(土)

静岡新聞　平成２４年６月３０日(土)



-12-

参考資料４



事業名 年度 事業費

H24 125,000千円

H24 5,000千円

H24 5,000千円

浜松市メガソーラー発電事業・第1弾 H24 -

浜松市メガソーラー発電事業・第2弾 H24 -

次世代エネルギーパーク計画 H24 -

学校跡地「旧引佐北部中学校」をメガソーラー導入用地として民間事業に貸し付ける。

総事業用地：20,484.06㎡
事業者：中村建設㈱
運転開始予定：平成25年9月
上記事業者は、今後約20年間、発電事業と地域活性化事業を行う。

再生可能エネルギーを活用した取り組み（現在行っている事業・新年度に行う予定の事業等）
自治体名

事業概要

★住宅用太陽熱利用システム設置費補助金
補助対象：集熱器総面積4㎡以上の住宅用太陽熱利用システム（強制循環型（間接式）または空気集熱型）
補助金額：1件あたり5万円
補助件数：100件

★住宅用太陽光発電システム設置費補助金
補助対象：3kW以上の太陽光発電システム
補助金額：1件あたり5万円
補助件数：2,500件

新エネルギー利用推進助成事業

浜松市

★事業所用新エネルギー導入費補助金
補助対象設備：太陽光発電設備（太陽電池出力10kW以上）、
　　　　　　　　　 太陽熱利用設備（集熱器総面積20㎡以上）
　　　　　　　　　 風力発電設備（発電出力1kW以上）
　　　　　　　　　 水力発電設備（発電出力1kW以上）
　　　　　　　　　 総事業費3,000千円以上
補助対象：中小企業基本法が規定する中小企業者
補助金額：１件当たり50万円
補助件数：10件

一般廃棄物最終処分場「静ヶ谷最終処分場」をメガソーラー導入用地として民間事業に貸し付ける。

総事業用地：60,672.14㎡（東区画22,102.10㎡　西区画38,570,.04㎡）
事業者：東区画　須山建設㈱　　西区画　㈱シーテック
運転開始予定：平成25年7月
上記事業者は、今後約20年間、発電事業と地域活性化事業を行う。

市内に立地するエネルギー施設やエネルギー資源を全国にPRし、再生可能エネルギーのさらなる集積を図るた
め、経済産業省「次世代エネルギーパーク」の認定を県内で初めて受けた。

名称：浜松市次世代ダイバーシティエネルギーパーク
認定日：平成24年10月5日
対象施設：浜松・浜名湖太陽光発電所、佐久間ダム、浜松風力発電所など18施設
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事業名 年度 事業費

再生可能エネルギーを活用した取り組み（現在行っている事業・新年度に行う予定の事業等）
自治体名

事業概要

新エネルギー産業立地促進事業 H24 10,000千円

新エネルギー及び省エネルギー
設備普及促進事業

H24 18,000千円

磐田市

太陽光発電や風力発電などの新エネルギー産業における発電施設の立地を促進し、新産業創出による地域産業の活性
化及び新規雇用創出を図る

★新エネルギー産業立地促進事業費補助金
補助対象
①1,000ｋｗ以上の発電施設であること
②「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の規定による、経済産業大臣の認定を受け
た施設であること
③「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の規定による、特定契約を電気事業者と締
結していること
④新規に雇用を1名以上すること

補助金額：事業に要する経費（用地取得費及び系統連結に要する経費を除く）の
　　　　　　　10分の1以内で1,000万円を上限とする

★住宅用新エネルギー等設備普及促進補助金
◎太陽光発電システム
補助対象：太陽光発電普及拡大センター（J-PEC)の補助金支給要件に適合する
　　　　　　　太陽光発電システム
補助金額：1件あたり2万円
補助件数：800件

◎太陽熱温水器等
補助対象：太陽熱温水器
　　　　　　　高効率給湯器（エコキュート・年間給湯効率2.7以上のもの）
　　　　　　　潜熱回収給湯器（エコジョーズ・エコウィル）
　　　　　　　家庭用コージェネレーションシステム付属給湯器（エコウィル・
　　　　　　　エネファーム）
　　　　　　　ハイブリッド給湯器
補助金額：1件あたり1万円
補助件数：200件
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事業名 年度 事業費

再生可能エネルギーを活用した取り組み（現在行っている事業・新年度に行う予定の事業等）
自治体名

事業概要

H24 30,000千円

H24 2,000千円

H24 300千円

H24 ー

H24 ー

袋井市 新エネルギー機器導入促進奨励金 H24 47,900千円

掛川市

新エネルギー利用推進助成事業

新エネルギーの普及・促進事業

★風力発電施設設置推進
現在、海岸線に10基の風力発電施設が建設されているが、今後も設置推進を行う。

補助対象：補助対象機器①～⑦について、市内に住所が有る方で、本人が住む
　　　　　　　住宅に設置し、市税を滞納していない方
　　　　　　　（①太陽光発電システムについては、事業所・自治会も対象）
　　　　　　　⑧・⑨について、市内に住所が有る方で、市税を滞納していない方
補助対象機器：①太陽光発電システム（電力会社と契約（余剰電力買い取り
　　　　　　　　　　　制度）を締結したもの）
　　　　　　　　　　②太陽熱利用システム
　　　　　　　　　　③太陽熱温水器
　　　　　　　　　　④風力発電
　　　　　　　　　　⑤ヒートポンプ型給湯器
　　　　　　　　　　⑥潜熱回収型給湯器
　　　　　　　　　　⑦ガスエンジン給湯器
　　　　　　　　　　⑧クリーンエネルギー自動車
　　　　　　　　　　（初度登録のハイブリッド、電気、天然ガス、メタノール自動車
　　　　　　　　　　　で、非営利目的で購入したもの）
　　　　　　　　　　⑨電動バイク（初度登録で、非営利目的で購入したもの）
補助額：①１ｋWあたり３万円、上限１２万円
　　　　　②・③購入額の1/2以内、上限３万円
　　　　　④～⑧購入額の1/2以内、上限２万円
　　　　　⑨購入額の1/2以内、上限５千円
補助件数：①349件、②・③35件、④～⑨585件

★太陽光発電施設設置補助金
補助対象：個人住宅へ太陽光発電施設を設置した場合
補助金額：1基あたり6万円
補助件数：500件

★太陽熱利用施設設置補助金
補助対象：個人住宅へ太陽熱利用施設を設置した場合
補助金額：1基あたり２万円
補助件数：100基

★信用保証料補助
既存住宅への太陽光発電施設設置にかかる借り入れ金の信用保証料補助
補助金額：２分の１補助（上限１万円）
補助件数：30件

★メガソーラーの設置推進
県のメガソーラーバンクへ登録し、メガソーラーの普及・促進を行う。
現在２件登録済
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事業名 年度 事業費

再生可能エネルギーを活用した取り組み（現在行っている事業・新年度に行う予定の事業等）
自治体名

事業概要

H24 24,000千円

H24 500千円

太陽光発電による公共施設の屋根貸
し事業

H25 -

御前崎市新エネルギー・
省エネルギー機器導入促進事業

24 16,500千円

南駿河湾地域海洋再生可能
エネルギー勉強会への参加

（牧之原市主催）
24 0千円

御前崎市

★住宅用太陽光発電システム設置補助金
　　・補助金額　１キロワット当たり30,000円とし、120,000円を限度とする。
　　・補助件数　Ｈ23：116件 ・ Ｈ24：76件（12月末現在）
　　・補助金額　Ｈ23：13,097,000円 ・ Ｈ24：8,842,000円（12月末現在）

★太陽熱利用システム・太陽熱温水器・風力発電機・クリーンエネルギー自動車（自家用車）・ガスエンジン給湯
器等設置補助金
　　・補助金額　設置費用の1/2以内で、20,000円を限度とする。
　　・補助件数　Ｈ23：213件 ・ Ｈ24：151件（12月末現在）
　　・補助金額　Ｈ23：4,260,000円 ・ Ｈ24：3,020,000円（12月末現在）

★家庭用燃料電池
　　・補助金額　１基当たり120,000円とする。
　　・補助件数　Ｈ23：0件 ・ Ｈ24：1件（12月末現在）
　　・補助金額　Ｈ23：0円 ・ Ｈ24：120,000円（12月末現在）

★経緯
　　牧之原市より「県をはじめ南駿河湾沿岸自治体やその海域を利用する漁業関係者が集い、南駿河湾の海洋
再生可能エネルギーの可能性や実証フィールドの具体的な範囲、事業実施時の漁業関係者の関わり方などにつ
いて、学識経験者等の意見を聞き、知見を高めるための勉強会を開催する」との主旨に賛同し、参加をしている。

　当市が参加した勉強会
　・第１回　24/9/12
　　　木下健氏講演会（東京大学教授）：世界の海洋エネルギーの活用状況と国の動向等
　　　田中博通氏事例発表（東海大学教授）：越波型波力発電の研究開発状況
　・第２回　24/10/23
　　　東海大学海洋学部にて田中教授実験施設見学ほか
　・第３回　24/12/7
　　　増田仁氏講演会（県エネルギー政策課長）：県エネルギー政策の方針と海洋エネルギー利用について
　　　中原裕幸氏講演会（海洋産業研究会理事）：海洋エネルギー利用における漁業協調

湖西市

新エネルギー及び省エネルギー機器
導入支援事業

★太陽光発電システム設置補助金
補助対象：住宅用及び事業用に設置する太陽光発電システム
補助金額：1kw当たり3万円。上限額12万円
補助件数：213件（12/19で申請受付終了。）

★太陽熱利用温水器設置補助金
補助対象：住宅用に設置する太陽熱利用温水器
補助金額：設置費の10％。上限額 2万円
補助件数：25件を予定

市の公共施設の屋根等を太陽光発電事業を行う民間事業者に貸し付ける事業を検討中
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事業名 年度 事業費

再生可能エネルギーを活用した取り組み（現在行っている事業・新年度に行う予定の事業等）
自治体名

事業概要

自然エネルギー利用促進補助金 H24 8,880千円

地域用水環境整備事業
（小水力発電整備）

H24 580,000千円

民間事業者による太陽光発電施設
設置への支援

H24 -

新エネルギー利用推進助成事業 H24 1,050千円

海洋再生可能エネルギーへの支援 H24 1,004千円

牧之原市笑呼キャンペーン H24 0円

牧之原市エネルギールネサンス H24 5,000千円

森町 新エネルギー機器等導入促進補助金 H24 400千円

牧之原市

住宅用太陽熱利用システム設置費補助金
補助対象：集熱器総面積4㎡以上の住宅用太陽熱利用システム（強制循環型（間接式）または空気集熱型）
　　自然循環型　（予算）30基×15,000円　　（実績）5基
　　強制循環型　（予算）20基×30,000円　　（実績）10基

海洋再生可能エネルギーの可能性調査・支援
　・県の海洋実証フィールド応募への協力
　・ＮＥＤＯ採択事業（東海大学）への支援

市民一人ひとりが節電の意識を高めるために、7月から9月の検針票を牧之原市産業フェアに持参いただき、節
電できた世帯には参加賞を配付する事業。H24年度は30世帯が参加。

市が震災前に策定したバイオマスタウン構想やエネルギービジョンなど震災以降のエネルギーを取り巻く状況を
踏まえ、見直しを行う事業。

市内の遊休土地などへの太陽光発電施設の立地を促進するため、施設設置に伴い確認が必要となる各種法規
制や担当する部署の一覧などを作成し、手続きの迅速化を図っている。
また、太陽光発電施設の設置を計画している民間事業者に対する相談窓口を設け、庁内関係部署と連係し情報
の共有化を図るとともに地元との調整に協力するなど太陽光発電施設の導入を支援している。

菊川市

★住宅用太陽光発電設置補助制度
補助対象：市内に自ら居住又は居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設
置する者。市税を滞納していないこと等を条件が条件。
補助額：１kW当たり12千円
その他：住宅のみ補助対象（事業所補助対象なし）

★住宅用太陽熱利用機器補助制度
補助対象：太陽熱温水器等を新たに設置する者で、市内に自ら居住する又は居
住する予定の住宅に補助対象機器（①太陽熱温水器、②ソーラーシステム、③
ソーラーヒートポンプ）を設置する者。市税等を滞納していないこと等が条件。
補助額：集熱パネル１㎡当たり３千円、上限額①12千円、②③18千円
その他：住宅のみ補助対象（事業所補助対象なし）

★森町住宅用太陽光発電システム導入事業費補助金
補助対象：住宅用太陽光発電システム
補助金額：システムのモジュールの出力１kwあたり２万円（限度額：８万円）

ただし、県費補助との併給を認めていない。

事業者：静岡県（建設後は、菊川市長が理事長を務める大井川右岸土地改良区による管理となる）
設置箇所：菊川市西方地内
運転開始予定：平成27年度
その他：売電益は、大井川右岸土地改良区が管理する土地改良施設の維持管理に充当する。
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